
 　　　渋Ｐａｙ加盟店補助金交付要綱

 　（趣旨）

第１条　市は、地域経済の活性化及び市民の地域活動、健康増進活動等の促

　進に資する渋Ｐａｙの利用環境を整備するため、加盟店として登録をした

 　事業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

 　（定義）

第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定

 　めるところによる。

　（１）　渋Ｐａｙ　渋川市（以下「発行者」という。）が発行する電磁的

　　方法により記録されるポイントであって、加盟店において商品等の購入

　　若しくは借受け又はサービスの提供に対する決済に利用することができ

 　　るものをいう。

　（２）　加盟店　渋Ｐａｙを使用することができる店舗として、しぶかわ

　　電子地域通貨「渋Ｐａｙ」事業実施要綱（令和４年渋川市要綱）第６条

 　　の規定に基づき、発行者が登録した者をいう。

　（３）　対象端末　インターネットに接続でき、加盟店用のアプリケーシ

　　ョンソフトウエアを利用することができるスマートフォン又はタブレッ

 　　ト型の端末等をいう。

 　（補助対象者）

 第３条　補助の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

 　（１）　申請時において、加盟店であること。

　（２）　渋川市暴力団排除条例（平成２４年渋川市条例第３０号）第２条

　　第１号に規定する暴力団又は同条第２号に規定する暴力団員でないこと

 　　。

 　（補助対象経費等）

第４条　補助の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）、補助率

 　及び補助金の額は、別表のとおりとする。

 　　　附　則

 　この要綱は、令和５年４月１日から施行する。

 　　　附　則



　この要綱は、令和６年４月１日から施行する。



別表（第４条関係） 

端末購入費用 準備費用

補助対象経費 対象端末の本体購入費用。 加盟店としての準備に要す

ただし、加盟店１店舗につ る経費

き３台を限度とする。

補助金の額 補助対象経費の１０分の１ 補助対象経費の１０分の１

０の額とし、加盟店１店舗 ０の額とし、加盟店１店舗

につき３万円を限度とす につき５千円を限度とす

る。 る。


